情報開示に伴う秘密保持に関する契約書

　広島国際大学を設置する学校法人常翔学園（以下「甲」という。）と○○○○○○○○○○（以下「乙」という。）とは、第1条に記載する事項を目的として、甲乙双方が開示する秘密情報の取扱い、保護、守秘管理その他関連する事項について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（本契約の目的）

第1条　甲及び乙は、本契約が、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の検討（以下「本検討」という。）を行うことに伴い、開示側当事者（以下「開示者」という。）から受領側当事者（以下「受領者」という。）に開示される秘密情報の取扱い及び管理の条件について定めることを目的とするものであることを確認する。

（秘密情報とその取扱い）

第2条　本契約において「秘密情報」とは、本検討の実施に伴い、開示者から受領者に開示又は提供された情報であって、次の各号のいずれかに該当する技術上又は営業上の情報をいう。

(1) 技術情報を記載した文書等（ファクシミリ、電子メール、電子ファイル等を含む。）、DVD、USBメモリ等の電子媒体又はサンプル等の有体物により開示又は提供された情報にあっては、当該文書、電子媒体又は有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨が明記されている情報（ただし、有体物の表示が困難な場合は有体物の提供時の送り状等に当該表示を明記することを妨げない。）

(2) 口頭又はプレゼンテーションソフトウェアを使用する等の視覚的方法により開示された情報にあっては、開示の時点で秘密である旨及びその範囲を言及等した上で、開示の日から15日以内に書面において、開示した情報の概要、開示場所、開示者及び受領者を特定して通知することにより当該内容を確認した情報

2　 受領者は、開示者の書面による事前の承諾なしに、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。なお、この場合であっても、秘密情報を提供又は開示する当事者は、提供又は開示先に秘密情報の秘密性を保持させるものとする。
(1) 法令、規則、行政庁又は裁判所の命令により秘密情報の開示義務が課される場合
(2) 弁護士、弁理士等法令上守秘義務を負う外部専門家に秘密情報を開示する場合
(3) 甲における学内での研究の発表会等において、発表の目的に必要と認められる限度で出席者に対し開示する場合（ただし、受領者が甲の場合に限るものとする。）

3　 甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する情報については、前項の秘密情報に含めないものとする。
(1) 相手方から開示を受け又は知得した際に、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 相手方から開示を受け又は知得した際に、既に公知となっている情報
(3) 相手方から開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
4　 受領者は、本検討の目的以外の目的には、秘密情報を使用又は利用することができない。

5　 秘密情報は、開示者に帰属するものとし、開示者は、受領者に対する秘密情報の開示又は提供をもってしても、商標、特許、著作権及びその他いかなる知的財産権に基づく権利について、黙示的であると否とを問わず、受領者に対して許諾又は譲渡したとは、みなされないものとする。

（複製）

第3条　受領者は、本検討に必要な範囲で、開示者から開示又は提供を受けた秘密情報を複製することができる。

2　 前項によって複製した情報についても、秘密情報として本契約の対象とする。

（情報交換）

第4条　甲及び乙は、本検討のために必要と自己が判断した範囲で、自己が保有する情報を相手方に対し開示する。
2　 前項の開示は、下記の情報管理責任者（情報管理責任者が指定した者を含む。）が、相手方の情報管理責任者に対して行うものとする。また、甲及び乙は、情報管理責任者を変更する場合、速やかに書面にて相手方に通知するものとする。

	氏　名
	所属・役職

	甲
	
	広島国際大学　○○学部　○○学科　○○○○

	乙
	
	


3　 受領者は、開示者から開示を受けた秘密情報を自らが保有する秘密情報と同様の注意をもって管理するものとする。

（知的財産権）

第5条　甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後3年間、相手方の秘密情報に基づき発明・考案をなした場合は、速やかに当該内容を相手方に通知の上、産業財産権取得の出願・公表の可否等につき甲乙協議の上決定する。

2　 甲及び乙は、前項の協議に基づき甲乙共同名義で産業財産権取得の出願をする場合、その権利持分、出願及び権利維持に要する費用等を甲乙別途協議して定め、共同出願契約を締結する。

（秘密情報の返却等）
第6条　甲及び乙は、各号に定める内容に該当するときは、相手方から受領した秘密情報に係る資料及び第3条の定めに基づき複製した資料等を、返却又は破棄するものとする。

(1) 本契約の目的を達成したとき

(2) 開示者から要求があったとき

(3) 本契約が終了したとき

（免責）

第7条　甲及び乙は、相手方に対し、自己が開示した秘密情報の正確性及び秘密情報に基づく本検討の結果について、何ら保証せず、また、当該結果に起因する損害について、甲又は乙に故意又は重大な過失がない限り、一切責任を負わない。
（技術情報等の輸出）

第8条　甲及び乙は、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報及びこれを記録した一切の文書等（複製物を含む。）について、全ての関連法規、規則及び命令（輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する外国為替及び外国貿易法を含むが、これに限らない。以下「関連法規」という。）を遵守して取り扱う。
2　 甲及び乙は、関連法規に基づき必要とされる関係国政府（日本国政府に限らない。）の許可を得ることなく、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報、これを記録した一切の文書等（複製物を含む。）及びこれらを使用して製造された製品若しくは装置又はこれらに係る役務を輸出又は再輸出してはならない。
（譲渡禁止）

第9条　甲及び乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

（共同研究等への展開）

第10条　 甲及び乙は、本検討の結果その必要を認めた場合は、本研究に展開するものとし、本研究の条件等を甲乙別途協議して定め、共同研究契約書等を締結するものとする。

（損害賠償）

第11条　 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、これにより損害を被った場合は、その損害の賠償を相手方に請求できる。

（有効期間）

第12条　 本契約は、締結日から　　　年　　月　　日まで有効とし、当該期間の満了をもって本契約は終了する。

2　 本検討の目的に関連する契約書（主として共同研究契約等を指すがこれには限らない。以下「関連契約書」という。）が締結された場合、本契約は関連契約書が締結された日をもって終了する。

3　 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、以下の定めは、次の各号で定める期間まで効力を有する。

(1) 第2条（秘密情報とその取扱い）及び第3条（複製）第2項の定めは、本契約終了日の翌日から、起算して3年間効力を有するものとする。

(2) 第5条（知的財産権）及び第6条（秘密情報の返却等）の定めは、当該条項に定める義務の履行の終了日まで効力を有する。
(3) 第7条（免責）ないし第9条（譲渡禁止）、第11条（損害賠償）ないし第14条（準拠法等）の定めは、本契約終了後も有効とする。

4　 関連契約書が締結され、当該関連契約書に秘密保持に関する条項が記載されている場合、第2条及び第3条第2項に定める秘密情報は、当該関連契約の秘密情報とみなし、前項は適用されないものとする。

（反社会的勢力の排除等）

第13条　 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2　 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力・脅迫的な言動による要求行為、契約上の責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わないものとする。
（準拠法等）
第14条　 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争についての第一審裁判所は、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
（協議）

第15条　 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、相互に善意と信頼をもって協議の上処理する。

（以下余白）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保管する。

　　　　　　年　　月　　日

　　　住所　　広島県東広島市黒瀬学園台555番地36
（甲）機関名　　学校法人常翔学園

　　　契約締結者　　広島国際大学長　　清水 壽一郎
　　　住所　　
（乙）機関名　　
　　　契約締結者　　
